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新

旧

対

照

条

文

◎
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
及
び
選
定
療
養
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九
十
五
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
及
び
選
定
療
養

第
一
条

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
第
三

第
一
条

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
第
三

号
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号

号
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号

。
以
下
「
高
齢
者
医
療
確
保
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
四
条
第
二
項
第
三
号
に
規

。
以
下
「
高
齢
者
医
療
確
保
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
四
条
第
二
項
第
三
号
に
規

定
す
る
評
価
療
養
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

定
す
る
評
価
療
養
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の

五

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の

二
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
者
が
製
造
販
売
し
た
当
該
承

二
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
者
が
製
造
販
売
し
た
当
該
承

認
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

認
に
係
る
医
療
機
器
（
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
使

る
も
の
を
除
く
。
）
の
使
用
又
は
支
給
（
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設

用
又
は
支
給
（
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
病
院
若

基
準
に
適
合
す
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
に
お
い
て
保
険
適
用
を
希

し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
に
お
い
て
保
険
適
用
を
希
望
し
た
日
か
ら
起
算
し
て

望
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
百
四
十
日
以
内
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

二
百
四
十
日
以
内
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

五
の
二
～
七
の
二

（
略
）

五
の
二
～
七
の
二

（
略
）

第
一
条
の
二

健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
四
号
及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法

（
新
設
）

第
六
十
四
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
患
者
申
出
療
養
は
、
別
に
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
患
者
申
出
療
養
（
当
該
療
養
を
適
切
に
実
施
で
き
る
も
の
と
し
て
厚
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生
労
働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の

に
限
る
。
）
と
す
る
。

第
二
条

健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
五
号
及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
六

第
二
条

健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
四
号
及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
六

十
四
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
選
定
療
養
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と

十
四
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
選
定
療
養
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）


